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１.  リサイクル料金とその支払いについて

（１）リサイクル料金の構成と設定・公表主体

・自動車所有者が負担するリサイクル料金は、自動車メーカー・輸入業者が引き取ってリサイクルする物品
（シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類）の処理に必要な費用と、自動車リサイクルシステムを運営するための費用
（情報管理料金、資金管理料金）から構成されます。

※１ JARCは、申請のあった並行輸入車の自動車通関証明書や排出ガス試験結果成績表等の書類を元に料金を設定しますので、
料金が申請者（並行輸入業者等）に通知されるのは、並行輸入車が輸入された後になります。

（２）リサイクル料金を負担する者
・リサイクル料金の預託義務者は、下表のように整理されます。

構成要素 内容 設定主体

シュレッダーダスト料金
使用済自動車を解体・破砕した後に残るゴ
ミであるシュレッダーダストのリサイクルに
必要な料金

通常は、自動車メーカー・輸入業者が
設定・公表

設定・公表主体の存在しない並行輸入車は、
公益財団法人自動車リサイクル促進センターが
並行輸入業者等の申請（※１）に基づき料
金を設定

エアバッグ類料金 エアバッグ・シートベルトブリテンショナーの
回収とリサイクルに必要な料金

フロン類料金 カーエアコンに充てんされるフロン類の回収と
破壊に必要な料金

情報管理料金
リサイクル工程に回った使用済自動車の
状況を電子情報で管理するために必要な
料金 公益財団法人

自動車リサイクル促進センター（JARC）
資金管理料金 リサイクル料金の収納および管理・運用を行

うために必要な料金

ケース 預託義務者

通常の場合 自動車検査証記載の所有者

所有権留保付売買契約 買主（自動車検査証記載の使用者）

リース契約 リース会社（自動車検査証記載の所有者）

自社登録車両（試乗車等） 並行輸入業者（自動車検査証記載の所有者）

納車前廃車 並行輸入業者
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（３）リサイクル料金の支払いタイミング

・ 新車購入時
新車新規登録時にリサイクル料金の預託の有無を運輸支局等で確認するため、新車を購入する時にリサイクル料金
の預託が必要になります。

再輸入車両の場合、新規登録する運輸支局等へ預託確認有無や必要書類を確認の上、自動車リサイクルコンタクト
センターへご連絡ください。

・ 廃車時
引取業者が使用済自動車として引き取る場合は、引取業者がパソコン等を用いてリサイクル料金の預託の確認を
行います。必要な料金が預託されていない場合は、リサイクル料金の預託が必要になります。
※必要な料金が預託されていない場合は、電子マニフェストによる使用済自動車の引取報告が行えません。

（４）自動車リサイクル法の対象となる車両
・ 自動車リサイクル法の対象となる自動車は、以下の対象外となる車両を除くすべての自動車となります。トラック・

バス等の大型車や特種車（８ナンバー）、ナンバープレートのついていない車両も対象であることに注意してください。

・破砕業者でシュレッダー処理されることが少なく、載替えなど再利用されることが多い以下の架装物についても、
自動車リサイクル法の対象外となります。

対象外となる自動車

被けん引車（トレーラー）
二輪車（原動機付自転車、側車付のものを含む）
大型特殊自動車（0ナンバー、9ナンバー）、小型特殊自動車
その他（農業機械、林業機械、スノーモービル、公道を走行しないレース用自動車、
自衛隊の装甲車、公道を走行しない自動車メーカー等の試験・研究用自動車、
ホイール式高所作業車、無人搬送車、構内けん引車、走行台車、重ダンプトラック、
ドリルジャンボ、コンクリート吹付機、非屈折式ロードヒータ、ゴルフカー、遊戯用自動車）

対象外となる架装物

保冷貨物自動車の冷蔵用装置その他のバン型の積載装置
コンクリートミキサーその他のタンク型の積載装置
土砂等の運搬用自動車の荷台その他の囲いを有する積載装置
トラッククレーンその他の特殊の用途にのみ用いられる自動車に装備される特別な装置
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２. 販売時等のリサイクル料金の授受

（１）新車購入時、継続検査時、構造等変更検査時、中古新規登録・検査時に預託した際
の取扱い（預託した自動車所有者における会計処理）

・ リサイクル料金のうち、 シュレッダーダスト料金、 エアバッグ類料金、 フロン類料金、 情報管理料金
については、預託した自動車所有者の資産に位置付けられるため、これらに関して会計処理を行う場合は、
資産勘定に計上してください（リサイクル預託金）。費用処理はできませんのでご注意ください。資産計上した
リサイクル預託金相当額は、中古車として次の所有者に譲渡した時に現金に振替えます。また、中古車として
譲渡せず、使用済自動車として引取業者に引き渡す時は、その時点で、費用処理を行います。

・ 一方、 資金管理料金は、支払った時点で費用処理が可能です。

（２）リサイクル料金預託済みの自動車の中古車売買時のリサイクル料金の取扱い
（中古車売買の当事者における金銭の授受および会計処理）
・ リサイクル料金預託済みの自動車の譲渡を受けた新所有者が、譲渡した旧所有者に対し、車両価値金額に加え

リサイクル預託金相当額も中古車売買代金の中に含めて支払うことが必要です。新所有者はリサイクル預託金相当額を
資産として計上し、旧所有者は資産として計上していたリサイクル預託金額を現金に振り替えます。
新所有者がさらに次の所有者にその自動車を譲渡した場合も同様になり、このため購入時と譲渡時では
同額のリサイクル預託金額の授受を行うため、課税所得は生じません。

・ リサイクル預託金相当額の授受については、金銭債権の譲渡と整理されるため、消費税法上の非課税取引となります。
このため、車両価値金額とリサイクル預託金相当額は、別々に会計処理を行うことが必要です。

シュレッダーダスト料金
エアバッグ類料金
フロン類料金
情報管理料金

リサイクル預託金（資産計上）

資金管理料金 費用

リサイクル料金の項目 扱い
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（３）使用済自動車を引取業者へ引き渡した際のリサイクル料金の取扱い
（最終所有者における会計処理）

① リサイクル料金預託済みの自動車を使用済自動車にする場合
・ 使用済自動車を引取業者へ引き渡した時点で、それまで資産として計上していたリサイクル預託金

相当額を費用処理することが可能となります。
・ なお、使用過程中にエアコンを後付装備した場合など、使用済自動車を引取業者に引き渡す時点で、

既にリサイクル料金が預託されているものの、一部にリサイクル料金未預託の装備があり、これに関する
支払いが必要となる(この場合、フロン類のリサイクル料金および資金管理料金の支払いが必要)場合は、
それまで資産として計上していたリサイクル預託金相当額とその時点で支払う料金の全てを費用処理する
ことが可能です。

② リサイクル料金未預託の自動車を使用済自動車にする場合
・ 使用済自動車を引取業者へ引き渡した時点で支払った全ての料金について、その時点で費用処理する

ことが可能です。

リサイクル料金の項目 扱い

シュレッダーダスト料金
エアバッグ類料金
フロン類料金
情報管理料金

リサイクル預託金相当額

シュレッダーダスト料金
エアバッグ類料金
フロン類料金
情報管理料金
資金管理料金

費用

リサイクル料金の項目 扱い
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３.  下取り車両の扱い

（１）中古車か使用済自動車かの見極めの重要性
・ 新車販売時等に下取り車両がある場合、その自動車を中古車として下取るのか、使用済自動車として

引き取るのかを明確にし、その旨を自動車所有者に伝えることが極めて重要になります。
・ 引取業者が使用済自動車として引き取り、電子マニフェストによる引取報告を行った場合、その情報は

ＪＡＲＣから国土交通省等に報告され、その後中古新規登録・検査、輸出抹消仮登録申請・輸出
予定届出は不可能となりますので、使用済自動車として引き取った後は、再販する事や、中古車として
輸出する事はできません。中古車として下取った自動車のみその後の再販、中古車輸出が可能となります。

・ 中古車として下取った場合と、使用済自動車として引き取った場合は、リサイクル料金に関するやり取り
が異なります。

・ 使用済自動車として引き取った場合のみ、車検の残存期間に応じた自動車重量税の還付が受けられます。

中古車として再販
または、輸出予定 料

金
照
会

未預託

預託済
または
一部預託済

中古車
として下取り・
買取り

預託済

未預託

下取車の支払額
にリサイクル預
託金相当額を含
めない

下取車の支払額
にリサイクル預
託金相当額を含
める

装
備
・
預
託
確
認

査

定

使用済自動車として
引き取るか、中古車と
して再販または輸出
するかの判断が極め
て重要であり、最終所
有者の意志も確認し、
明確化します

下
取
り
・
買
取
り
車
の
入
庫

預託申請し
引取時預託を

実施

使用済自動車
として引取り

引取証明書の
交付と引取報告等

使用済自動車
として引き取る
予定

リサイクル料金に
関する対応

下取車の支払
額にリサイクル
預託金相当
額を含めない

下取車の支払
額にリサイクル
預託金相当額
を含める

フロン類・
エアバッグ類
について
未預託の装備有
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（２）中古車として下取り・買取りする場合
・ リサイクル料金が預託済みか未預託かで下取り時にやり取りを行う金額が異なるため、料金照会
（リサイクル料金の支払いの有無と支払われている場合はその金額の確認）が必要です。
・ 料金照会は、自動車リサイクルシステムのホームページ（http://www.jars.gr.jp）で行うことができます。

・ リサイクル料金が支払われている車両には、リサイクル券が付いているので、そのリサイクル券の券面で
リサイクル料金の額を確認することも可能です。

※１ リサイクル預託金相当額：リサイクル料金の額から資金管理料金の額を差し引いた額（シュレッダーダスト料金、
エアバッグ類料金、フロン類料金、情報管理料金の合計額）

（３）使用済自動車として引き取る場合（引取業者の登録が必要）

・ リサイクル料金が支払われている車両か支払われていない車両かで引取時の実務が異なるため、預託確認
（リサイクル料金の支払いの有無と支払われていないのであれば、支払うことが必要な金額の確認）が必要です。

※使用済自動車を引き取る時は、最終所有者に「引取証明書」を交付することが必要です。

料金照会の結果 中古車下取り時の実務

リサイクル料金が預託済みであった場合 車両価値金額に加え、リサイクル預託金相当額（※１）
をお客様へ支払う（返す）ことが必要です

リサイクル料金が末預託の中古車を下取る場合 車両価値金額のみをお客様へ支払います
リサイクル料金に関するやり取りは不要です

リサイクル料金が預託済みの場合 リサイクル料金が未預託の場合
リサイクル券 中古車として

下取った事業者譲
渡
者
（
旧
所
有
者
）

譲
渡
者
（
旧
所
有
者
）

中古車として
下取った事業者

リサイクル
預託金相当額

車両価値

車両価値

合計額を
支払い
￥ ￥

車両価値金額のみお支払い
（リサイクル料金に関するやりとりなし）

預託確認の結果 使用済自動車引取時の実務

リサイクル料金が預託済みであった場合
中古車として下取る場合と異なり、リサイクル預託金
相当額をお客様へ支払う（返す）必要はありません

リサイクル料金が未預託の使用済自動車を
引き取る場合

リサイクル料金をお客様（最終所有者）に支払って
いただく必要があります（引取時預託）

a b c d
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４.  自動車の注文書上のリサイクル料金・リサイクル預託金相当額の扱い

（１）並行輸入車の新車販売時の注文書
・ 並行輸入業者が並行輸入車の新車のリサイクル料金の支払いを代行する場合は、車両本体価格とリサイクル料金の額の

双方を注文書に表示してください。リサイクル料金の額を注文書に表示したとしても、その注文書は印紙税の課税文書には
該当しません。お客様から預かったリサイクル料金は、郵便局またはコンビニエンスストアで支払うまで預り金処理します。

・ お客様自らがリサイクル料金を郵便局またはコンビニエンスストアに支払いに行く場合は、注文書へのリサイクル料金の額の
表示は不要です。

（２）リサイクル預託金預託済み中古車下取時の注文書（以下のいずれの方法でも可）

（a）お客様に支払う下取車のリサイクル預託金相当額を下取価格に含めないで表示

［ⅰ］リサイクル預託金相当額を注文書に表示
・ リサイクル預託金相当額を含まない車両価値金額とリサイクル預託金相当額の双方を注文書に表示 してください。
この場合、注文書は金銭債権の譲渡に関する契約書と見なされ、リサイクル預託金相当額が１万円以上の場合、
200円の印紙の貼付が必要となります。

［ⅱ］リサイクル預託金相当額は注文書に表示せず、別書面（通知書）により明示
・ リサイクル預託金相当額を含まない車両価値金額のみ注文書に表示してください。注文書への印紙の貼付は不要です。
・ リサイクル預託金相当額については、商談時に別書面（通知書）により明示してください。別書面（通知書）は、

あくまで商談時に使用する書面であり印紙の貼付は不要です。

（b） お客様に支払う下取車のリサイクル預託金相当額を下取価格に含めて表示
［ⅰ］リサイクル預託金相当額を注文書に表示

・ リサイクル預託金相当額込みの下取価格とリサイクル預託金相当額の双方を注文書に表示してください。
この場合、注文書は金銭債権の譲渡に関する契約書と見なされ、リサイクルリ預託金相当額が1万円以上の場合、
200円の印紙の貼付が必要となります。

［ⅱ］ リサイクル預託金相当額は注文書に表示せず、別書面（通知書）で明示
・ リサイクル預託金相当額込みの下取価格のみ注文書に表示してください。注文書の印紙の貼付は不要です。
・ リサイクル預託金相当額については、別書面（通知書）に明示してください。
別書面（通知書）は、あくまで商談時に使用する書面であり印紙の貼付は不要です。

［ⅲ］ リサイクル預託金相当額は注文書に表示せず、リサイクル券で明示
・ リサイクル預託金相当額込みの販売価格のみ注文書に表示してください。注文書への印紙の貼付は不要です。
・ リサイクル預託金相当額については、リサイクル券により明示してください。

※ この場合であっても、リサイクル預託金相当額の授受については、金銭債権の譲渡であり、消費税法上の非課税取引となりますので
車両価値金額とは別に会計処理を行うことが必要です。
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（３） 中古車販売時の注文書

① リサイクル料金未預託の自動車を販売する際の取扱い

（ａ）リサイクル料金の預託が必要な場合（車検切れ車両、一時抹消登録車両）
・ 車両価値金額とリサイクル料金の額を注文書に表示してください。
・ リサイクル料金の額を注文書に表示したとしても、その注文書は印紙税の課税文書には該当しません。

（ｂ）リサイクル料金の預託が不要な場合（車検残あり車両、登録車両）
・ これまでどおり、車両価値金額を注文書に表示してください。

② リサイクル料金預託済みの自動車を販売する際の取扱い（以下のいずれの方法でも可）

（ａ）お客様（中古車購入者）から受け取るリサイクル預託金相当額を販売価格に含めないで表示
・ 預託済中古車の下取り時と同様に、（２）―（a）―［ⅰ］または（２）―（a）―［ⅱ］の方法で表示します。

（ｂ）お客様（中古車購入者）から受け取るリサイクル預託金相当額を販売価格に含めて表示
・ 預託済中古車の下取り時と同様に、（２）―（b）―［ⅰ］または（２）―（b）―［ⅱ］または（２）―（b）

―［ⅲ］の方法で表示します。
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1.  自動車リサイクルシステムへの事業者登録（パソコン申請）

・パソコン申請を利用するには、予め自動車リサイクルシステムに申請者の登録を行う必要があります。
自動車リサイクルシステムホームページより登録申込書をダウンロードし、必要書類を添えて自動車リサイクルコンタクトセンター

に
提出していただきます。登録申込を行う前に約款の内容を十分ご理解のうえ、申込みを行ってください。
「並行輸入車に係る使用済自動車再資源化預託金等の預託申請に関する並行輸入事業者登録約款」
http://www.jars.gr.jp/apd/k_heikou_yakkan.pdf

（１） 登録申込書の入手方法

・登録申込書類の入手先とお問い合わせ先は次のとおりです。

（２） 登録申込書等の送付先、宛先ラベル

登録申込書、必要書類を揃え下記窓口へ郵送でご提出ください。
申込用紙は郵送のみ受付となります。宅配便はご利用できません。
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入手先
自動車リサイクルシステムホームページ > 各種申請書書式 > 1. 事業者登録
> （2）各工程の申込用紙および記入例 － 6）並行輸入業者の登録
http://www.jars.gr.jp/jgs/exjg1000.html

お問合せ先
自動車リサイクルコンタクトセンター
TEL：050-3786-7755
受付時間： 9:00～18:00（土日祝日・年末年始等を除く）

事業者登録が完了するまでに数週間かかります。
完了後、「システム登録完了通知書」がお手元に届きます。システム登録完了通知書に記載されている事業所コード・初
期パスワードを使用してリサイクルシステムへのログインが可能です。事業所コード・パスワードは、自動車リサイクルシステムを
ご利用の際に必要になりますので大切に保管してください。紛失した場合には、上記窓口へお問い合わせください。

〒105-8691
東京都芝郵便局 私書箱第８号
公益財団法人 自動車リサイクル促進センター

業者登録グループ 行



2.  概要

（１）操作の流れ
・ 資金管理システムに関する全ての操作は、「資金管理システムログイン」より始まり、「メニュー選択」で操作するメニュー

を選択した後に「各メニューごとの操作」が始まります。

資金管理システム
ログイン メニュー選択 各メニューごとの操作

各メニューごとの操作

各メニューごとの操作
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（２）画面の操作方法
・ 資金管理システムでは、簡単なボタン操作やクリックするだけで車両仮登録や預託申請などを行うことができます。

メニューに戻る
間違ったページを開いた場合等、
「メニュー選択」に戻る時に使用します。

画面番号
問合せ時に
ご利用ください。

画面印刷
表示されている画面を
印刷する時に使用します。

日時表示
年/月/日時/分/秒
を表示しています。

ログアウト
ログイン画面に戻ります。
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3.  資金管理システムの利用環境

・ 資金管理システムとは、事業者の保有するパソコンからインターネットを使って、リサイクル料金の預託に関する一連の
実務を簡便に行っていただく仕組みです。

・ 資金管理システムの利用にあたって最低限必要な機器として、インターネットに接続可能なパソコンが必要になります。
・ 推奨環境については、自動車リサイクルシステムのホームページにおける「このサイトについて」をご覧ください。
（http://www.jars.gr.jp/abt/index.html）

ラジオボタン

該当する対象の○をクリック
します。

ヘルプ
画面で行う作業手順等が
分からない時の対処方法
画面を開きます。

プルダウンリスト

をクリックし、リストから対象を
選択し、クリックします。

資金管理システムの操作概要第２章



4.  ログイン

（１）自動車リサイクルシステムホームページへのアクセス
・ 車両仮登録や預託申請等の際に資金管理システムを利用していただくには、まずインターネット経由で自動車

リサイクルシステムのホームページにアクセスしてから資金管理システムに接続（ログイン）後、表示されるメニュー
画面において、実施しようとするメニュー選択していただくことが必要です。

・ インターネットに接続した後、以下の URL にアクセスしてください。
【URL】 http://www.jars.gr.jp/index.html
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（２）資金管理システムのログイン画面を開く
・ 自動車リサイクルシステムのトップページから以下の手順に従って資金管理システムのログイン画面を開きます。

ポインタを❶ 「事業者向け」の欄にあててクリックします。
❷「並行輸入車等預託申請業者」の欄をクリックします。

〈トップページ〉

❶

❷

ステップ１



❸ 「資金管理システム」をクリックします。

〈並行輸入車等預託申請業者ページ〉

（３）資金管理システムログイン
・ 自動車リサイクルシステムへの登録作業が完了した後に送付される「システム登録完了通知書」に記載されている

事業所コードとパスワードを入力し、資金管理システムにログイン（接続）します。

ログイン画面が開いたら、❶事業所コードと❷初期パスワードをテキストボックスに入力します。
入力後、❸ ログイン をクリックします。
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❸

❶ ❷ ❸

ステップ2

ステップ3

資金管理システムの操作概要第２章

半角



（５）パスワードの変更
・ 自動車リサイクルシステムに事業者登録した際に送付される「システム登録完了通知書」に明記された

「初期パスワード」を変更する場合について説明します。

・ 資金管理システムのログイン画面より、「パスワード変更」を選択します。

❶

（４）並行輸入業者用事業所コードとパスワードについて
・ 事業所コードとパスワードは、自動車リサイクルシステムに事業者登録した際に送付される「システム登録完了通知書」

に明記されています。並行輸入業者が使用済自動車の引取りを行う場合は、引取業者としての自動車リサイクルシス
テムへの事業者登録が必要になり、これについても事業所コードが送付されますが、並行輸入業者としての事業所コード
と引取業者としての事業所コードは異なります。

・ 事業所コード ： 12桁の数字
・ 初期パスワード ： 8桁の英数字

初期パスワードは「変更」することをおすすめします。
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ログイン画面で ❶ パスワード変更 をクリックします。

パスワードの変更を行う時は、資金管理システムへのログインは行いません。「事業所コード」、
「パスワード」は入力しないでください。

ステップ１

ａ.  ログイン画面



変更したパスワードを忘れてしまった

変更を行った後のパスワードを忘れてしまった時は、「自動車リサイクルコンタクトセンター」にお問合せください。
事業所コードとパスワードは重要な情報ですので、他人に漏れることがないよう厳重に管理してください。

事業所コードを入力し、これまでに使用した変更前パスワードと変更するパスワードを入力します。
❷ に自社の事業所コードを入力してください。

❸ これまでに使用した変更前のパスワードを入力してください。
※初めてパスワードを変更する場合は、「初期パスワード」を入力してください。

❹ 変更するパスワードを入力してください。
※変更前と同じパスワードは使用できません。

➎ 確認のため、変更するパスワードをもう一度入力してください。

❻ パスワード更新 をクリックします。

b.  パスワード変更

❺❹❸❷
❻

ステップ１

ステップ2

ステップ3

ステップ4

ステップ5

半角英数32字まで

資金管理システムの操作概要第２章

c. パスワード変更完了
❼

❽

➐ パスワードの変更を行った事業者情報が表示されます。
画面に表示された内容を確認してください。

➑ 閉じる をクリックしてください。
閉じる をクリックすると、資金管理システム「ログイン」画面に戻ります。

パスワード変更後に資金管理システムで作業を行う時は、変更後のパスワードでログインしてください。

ステップ１

ステップ2

?

16

・ 変更された内容を確認して終了します。

・ 事業所コード、変更前パスワード、変更するパスワードを入力します。



・預託申請の際に選択した方法（郵便局払込依頼票方式またはコンビニエンスストア
払込方式）でリサイクル料金を支払います。

（ 詳細は39～48ページをご覧ください）

・自動車リサイクルシステムの資金管理システムに接続（ログイン）し、業務メニューの
「車両仮登録」を選択します。 （ 詳細は18ページをご覧ください）

・届出書を印刷します。 （ 詳細は22～24ページをご覧ください）

・入力した情報を画面上で確認し、仮登録申請を行います。
（ 詳細は21ページをご覧ください）

・届出書と必要な添付書類をJARCにFAXまたは送付します。
（ 詳細は25ページをご覧ください）

・届出書と必要な添付書類が受理されるとリサイクル料金が算出されますので、
これを画面で確認した上でインターネットを利用してリサイクル料金を預託するという
意思表示（預託申請）を行います。 （ 詳細は26ページをご覧ください）

・預託申請が可能な車両（JARCにてリサイクル料金が設定された車両）を
検索します。

（ 詳細は27～30ページをご覧ください）
・リサイクル料金を確認し、リサイクル料金を支払う方法を選択します。

（ 詳細は31ページをご覧ください）
・3-2で選択した方法で預託申請を行います。

（ 詳細は32～38ページをご覧ください）

・料金設定を依頼する車両の車両情報・仕様装備情報を入力します。
（ 詳細は19～20ページをご覧ください）

・資金管理システムを利用してJARCに車両情報を届出し、リサイクル料金の算出を
依頼する仮登録を行います。

（ 詳細は18～24ページをご覧ください）

・JARCにリサイクル料金の入金情報が届き次第、預託証明シールとリサイクル券が
発送されます。

・受領後、自動車通関証明書に預託証明シールを貼付し新車新規登録手続きを
行います。 （ 詳細は49ページをご覧ください）

５. リサイクル券と
預託証明シールとの受領

４. リサイクル料金の支払い

３.  リサイクル料金の確認と
預託申請 （パソコン）

3-1 預託申請が可能な
車両の検索

3-2 リサイクル料金の確認と
支払方法の選択

3-3 預託申請
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１.  車両仮登録（パソコン）

1-1 資金管理システムへの
ログインとメニューの選択

1-2 車両情報の入力

1-3 車両仮登録の申請

1-4 車両情報届出書の印刷

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章

２. 車両情報届出書および添付
書類のFAXまたは送付



１.  車両仮登録

・ 自動車リサイクルシステムへの登録並行輸入業者の場合は、資金管理システムを利用してJARCに、リサイクル料金を算出する
車両の情報を届出（仮登録）します。

１-１ 資金管理システムへのログインとメニューの選択

（１）画面

・ 並行輸入業者用の事業所コードとパスワードを用いてログインすると以下の画面が表示されます。
➊

（２）操作説明

業務メニューから➊「1.1車両仮登録」をクリックします。

車両仮登録の流れ

ステップ１
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ログイン 1-1
メニュー選択

1-2
車両情報の入力

1-3
車両仮登録の申請

1-4
届出書の印刷

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章



１-２ 車両情報の入力

（１）画面

・ リサイクル料金の算出を依頼する車両の情報を入力する画面が表示されます。
➊ ➋ ➌

（２）操作説明

➊車両基本情報（JARCが車両を特定するための情報）を入力します。
入力要領は下表のとおりです。

19

ステップ１

車台番号
（シリアル番号）

車台番号またはシリアル番号を半角で入力します。
予備検査の受検時に運輸支局等で職権打刻された車両の場合は、
シリアル番号を半角で入力します。

車両区分 登録自動車または軽自動車をチェックします。

車名 全角で入力します。

型式 半角で入力します。型式不明の場合は、アルファベットで「FUMEI」と半角で
入力するか、入力をしなくても結構です。

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章



➋仕様装備情報（JARCがリサイクル料金を設定するために必要な情報）を入力します。
入力要領は下表のとおりです。

HFO-1234yfは自動車リサイクル法に基づく回収義務の対象ではなく、自リ法対象外冷媒の扱いとなるため、フロン類
料金の預託が不要です。

※HFC/CFCは今まで通り預託が必要となりますのでご注意ください。

〈自リ法対象外冷媒（HFO-1234yf）実車確認方法〉

入力した内容を確認し、❸ 入力完了 をクリックします。

確認ポイント

種別 種別のプルダウンの中から「普通」または「小型」を選択します。

用途 用途のプルダウンの中から「乗用」 「貨物」 「乗合」 「特種」のいずれかを選択します。

特種改造前用途 用途で「特種」を選択した場合、プルダウンの中から「乗用」 「貨物」 「乗合」 のい
ずれかを選択します。

形状 形状のプルダウンの中から「バン」 「キャンピング」 「その他」 のいずれかを選択します。
「バン」 「キャンピング」以外は 「その他」 を選択します。

長さ センチメートル（cm）を半角で入力します。

車両重量 キログラム（kg）を半角で入力します。

車両総重量 キログラム（kg）を半角で入力します。

エアバッグ類 「有」 「無」 はすべての車両で選択が必須です。

フロン類 「有（HFC・CFC）」 「有（HFO）」 「無」 はすべての車両で選択が必須です。
自リ法対象外冷媒（HFO-1234yf）の場合は 「有（HFO）」 を選択します。
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ステップ3

ボンネット等に貼付さ
れている冷媒ラベルで
種別を確認してくださ
い。（R-1234yFと
記載されている場合も
あります）

※ラベルが添付されて
いない場合もあります。

〔ラベルの例〕

ステップ2

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章



１-３ 車両仮登録の申請

（１）画面

・ １-２で入力した車両基本情報・仕様装備情報を確認し、仮登録申請を行う画面が表示されます。

➊

（２）操作説明

間違いがなければ、❶ 仮登録 をクリックします。

以下の確認ダイアログボックスが表示されますので、よろしければ➋ ＯＫ をクリックします。

➋

・確認の上、入力内容に誤りがあった場合は、 戻る をクリックし、車両情報入力画面（ 19ページ）に戻り、
誤りがあった箇所の修正をします。
・確認ダイアログボックスが表示されている時に、入力内容に誤りがあることが判明した場合は、 キャンセル をクリックの上、
画面の 戻る をクリックし、車両情報入力画面に戻ります。
・誤って仮登録済の車両を入力した場合は、エラーメッセージが表示されます。
（車台番号（シリアル番号）をキーとしてチェックします）

確認ポイント
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ステップ1

ステップ2

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章



１-４ 車両情報届出書の印刷

（１）画面

・車両仮登録が終了したことを表示する画面が表示されます。
・申請番号と申請日が表示されます。

➊

（２）操作説明

➊ 車両情報届出書 をクリックすると、アドビ社のアクロバットリーダーにより別ウインドウに車両情報届出書
（PDFファイル）が表示されます。

・ 車両情報届出書を印刷し、添付書類と共にJARCへFAX送信または送付することにより車両登録申請が終了します。
車両仮登録だけでは、JARCは料金算出できませんのでご注意ください。

・ 車両情報届出書を印刷した後に、仮登録した内容に誤りがあることが判明した場合は、車両仮登録の修正または
取消が必要です。

・ 申請番号の体系は、以下のとおりとなります。預託申請が可能な車両の検索や自動車リサイクルコンタクトセンターへの
問合せの際に利用します。

KC YYYYMMDD ＊＊＊
① ② ③

① KC：固定文字
② YYYYMMDD：車両仮登録した日付（年月日）
③ ＊＊＊：日ごとの（全国での）通し番号

例）車両仮登録した日付が2005年4月1日で、その日において全国で３番目の登録であれば、
「KC20050401003」となります。

22

ステップ1

確認ポイント

車両情報届出書を表示・印刷するには、アドビ社のアクロバットリーダーが必要です。
アクロバットリーダーは、アドビ社のホームページ（http//www.adobe.co.jp）より
ダウンロード（無料）してください。

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章



〈車両情報届出書の印刷〉

（１）画面

・ 車両情報届出書として印刷できるイメージデータがアクロバットリーダーにより表示されます。

➊

（２）操作説明

プリンターにA4サイズのコピー用紙をセットした上で、アクロバットリーダーのツールバーの➊ 印刷 を
クリックします。

・印刷が完了したら画面の右上の☒をクリックすると、前ページの画面に戻ります。続けて別の車両の仮登録を行う場合は、
入力に戻る をクリックします。

23

ステップ1

確認ポイント
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〈車両情報届出書のイメージ〉

JARCにリサイクル料金の入金情報が届き次第、翌営業日に預託証明シールとリサイクル券が発送されます。

〈発送方法の指定について〉
宅配便（送料着払い）で発送を希望する場合は 「車両情報届出書」 下部にある『着払い（宅配便）を希望します』に
チェックが必要です。
チェックがない場合は特定記録郵便（送料元払い）で発送します。

24

確認ポイント
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２.  車両情報届出書および添付書類の送付
・資金管理システムで車両情報の仮登録を行った後、車両情報届出書を印刷し、車両情報届出書と以下の必要な添付書類を
合わせてJARCへメール・FAX又は郵送します。

・必要な添付書類は、予備検査を受検しているか否かで異なります。
・車両情報届出書と必要な添付書類は、車両仮登録した日から30日以内に届くように送付してください。

（１）必要な添付書類

※１ 自動車排出ガス試験が免除される車両の場合は、自動車排出ガス試験結果成績表の写しの添付は不要ですが、
車両情報届出書に排ガス試験が免除されている理由を記入する必要があります。
下記が満たされていれば、排ガス試験結果成績表の添付が無くても、申請を保留しません。

○チェック、記入する場所
車両情報届出書の用紙下部（5.確認事項欄 該当する場合は□にチェック(ｖ)を入れて下さい。）

○チェック内容
□自動車排出ガス試験結果成績表の免除車両です （該当する場合、免除理由を具体的にご記入ください）
○記入欄

記入例1）燃料電池車（または電気自動車）のため免除される
2）車両総重量が3.5t超の貨物車（又は乗合、特種車）であり、規定重量を超えているため免除される

免除理由

① 自動車通関証明書の写し
・税関等より発行された自動車通関証明書（税関様式C第8050号）の写しを準備します。

② 並行輸入自動車届出書の写し
・運輸支局等に提出する並行輸入自動車届出書（その1および車両諸元概要表）の写しを準備します。

③ 自動車排出ガス試験結果成績表の写し
・公益財団法人日本自動車輸送技術協会（JATA）または一般財団法人日本車両検査協会（VIA）が発行した
自動車排出ガス試験結果成績表（試験自動車の試験結果成績表を含む）の写しを準備します。同型成績表の発行を
受けた場合も同様です。

④ 自動車予備検査証の写し
・運輸支局等から交付された自動車予備検査証の写しを準備します。

（２）送付先

① 自動車通関証明書の写し
② 並行輸入自動車届出書の写し
③ 自動車排出ガス試験結果成績表の写し（※1）

上記すべてを添付してください

④ 自動車予備検査証の写しのみを添付してください

予備検査を受けていない場合 予備検査みの場合

25

メールアドレス cc-ys@jarc.or.jp （「件名(タイトル)」に事業所コードと申請台数を記載してください。）

FAX番号 0570－016－611

送付先
〒105－8691
東京都芝郵便局 私書箱第８号
公益財団法人 自動車リサイクル促進センター 資金管理対応グループ 行
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３.  リサイクル料金の確認と預託申請
・リサイクル料金の算出は、並行輸入業者がFAX送信または送付された車両情報届出書と添付書類の到着を
JARCが確認してから行います。不備のない添付書類が当日15時までに到着すれば、翌日、リサイクル料金を確認
することができます。

・並行輸入業者は、パソコンの画面上（資金管理システム）で、仮登録した車両のリサイクル料金が算出されたことを
確認してから、当該車両の預託申請（リサイクル料金を預託するという意思表示）を行います。

・登録事業者がパソコンの画面上（資金管理システム）にて預託申請した場合のリサイクル料金の支払い方法は、
郵便局で支払う方法とコンビニエンスストアで支払う方法の2通りがあります。

・コンビニエンスストアの支払いには、スマートピットカード（SPC）を利用する方法と、セブン-イレブンを利用する方法があり、
預託申請の際に、支払い方法を選択していただくことになります。
※車両ごとに支払方法を選択することが可能です。

※SPCの利用が可能なコンビニエンスストアは、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、ローソン・スリーエフの4社の店舗になります。

・ いずれの方法も、並行輸入業者による代行でなく自動車所有者（購入者）自身がリサイクル料金を支払うことが可能です。

リサイクル料金を支払う方法

郵便局で支払う方法
（ 39～40ページをご覧ください）

JARCから送付される払込票を郵便局の窓口に提示し、
リサイクル料金を支払う

コンビニエンス
ストアで支払う方法

SPCを利用する方法
（ 41～45ページをご覧ください）

SPCをコンビニエンスストアの店舗に提示し、
リサイクル料金を支払う

セブン-イレブンを利用する方法
（ 47～48ページをご覧ください）

専用の払込依頼票をセブン-イレブンの店舗に提示し、
リサイクル料金を支払う

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章
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３-１ 預託申請が可能な車両の検索

・ パソコンの画面上（資金管理システム）で、当該車両の預託申請（リサイクル料金を支払うという意思表示）が
可能な車両（仮登録した車両のうちリサイクル料金が算出された車両）の検索を行います。

３-１ -１ メニュー選択

（１）画面

➊

（２）操作説明
業務メニューから❶「1.2申請状況一覧」をクリックします。

預託申請の流れ

ログイン
3-1-1

メニュー選択
3-1-2

預託申請が可能な
車両の検索

3－2
リサイクル料金の額の
確認と支払方法の選択

3-1-3
預託申請が可能な
車両の一覧

3-3-1
預託申請確認（郵便局
払込票利用方式）

3-3-2
預託申請完了（郵便局
払込票利用方式）

3-4-1
預託申請確認（スマート
ピットカード利用方式）

3-4-2
預託申請完了（スマート
ピットカード利用方式）

3-5-1
預託申請確認（セブン-
イレブン利用方式）

3-5-2
預託申請完了（セブン-
イレブン利用方式）

3-5-3
セブン-イレブン

払込依頼票の印刷
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ステップ1
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３-１-２ 預託申請が可能な車両の検索

・預託申請が可能な車両の検索方法には、
①申請状況で検索する方法
②申請日で検索する方法
③申請番号で検索する方法の3通りの方法があります。

・②申請日での検索は、車両仮登録（21ページ）を行った日（申請日）の範囲を指定して預託申請が可能な車両を
検索する方法です。

・③申請番号での検索は、車両仮登録が終了した時に表示される画面（22ページ）にて通知される申請番号で預託申請が
可能な車両を検索する方法です。

・ここでは、①申請状況で検索する方法について説明します。

（１）画面

・仮登録した車両の中で、預託申請が可能な車両（申請状況が料金算出済）を検索する画面が表示されます。

➊ ➋ ➌
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（２）操作説明（申請状況（料金算出済）で検索する方法）

❶「申請状況で検索」を選択します。

❷「料金算出済」を選択します。

❸ 検索 をクリックします。

・検索の結果、複数台数の車両が該当する場合は、3-1-3の画面（30ページ）が表示され、1台しか該当しない場合は、
3-2の画面（31ページ）が表示されます。

・この画面（申請状況一覧）の活用方法については、54ページで説明します。

ステップ1

ステップ2

ステップ3

確認ポイント

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章
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３-１-３ 預託申請が可能な車両の一覧

（１）画面

・預託申請が可能な車両（申請状況が料金算出済）の一覧画面が表示されます。
➊

（２）操作説明

預託申請する❶車両の「申請番号」をクリックします。
その車両の料金算出結果（リサイクル料金の額）が表示されます。

ステップ1

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章
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３-２ リサイクル料金の額の確認と支払方法の選択

（１）画面

・預託申請が可能な車両のリサイクル料金の額を確認し、支払方法を選択する画面が表示されます。

（２）操作説明

❶ リサイクル料金の額を確認します。

❷ 収納方法を選択します。SPCで支払う場合は、SPC番号の選択も必要です。

❸ 次へ をクリックします。
（ 郵便局（払込票）を選択した場合は、3-3-1（32ページ）、SPCを選択した場合は、

3-4-1（34ページ）、セブン-イレブンを選択した場合は、3-5-1（36ページ）をご覧ください）

➋
➌

ステップ1

ステップ2

ステップ3

❶

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章
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３-３ 預託申請（郵便局を利用する場合）

３-３-１ 預託申請確認（郵便局払込票利用方式）

（１）画面
・郵便局を利用する場合の預託申請を行う画面が表示されます。

➊

（２）操作説明

内容を確認後、❶ をクリックします。

確認のためのダイアログが表示されますので、よろしければ❷ をクリックします。

❷

申請

ＯＫ

ステップ1

ステップ2

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章
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３-３-２ 預託申請完了（郵便局払込票利用方式）

（１）画面

・郵便局を利用する場合の預託申請が受理されたことを確認する画面が表示されます。

・預託申請の完了をもって、JARCは並行輸入事業者宛てに郵便局払込票を送付します。
※「払込票」は信書扱いとなる為、普通郵便で発送いたします。
※払込票での申請が受理された後に、「SPC」または「セブン－イレブン」での支払方法へ変更希望の場合は、

自動車リサイクルコンタクトセンターまでご連絡ください。

・郵便局払込票が届きましたら、すみやかに郵便局でリサイクル料金を払い込んでください。
（払込の期限は、料金算出済となってから30日後までとなります）

確認ポイント

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章
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３-４ 預託申請（SPCを利用する場合）

３-４-１ 預託申請確認（SPC利用方式）

（１）画面

・SPCを利用する場合の預託申請を行う画面が表示されます。

➊

（２）操作説明

内容を確認後、➊ 申請 をクリックします。

確認のためのダイアログボックスが表示されますので、よろしければ、➋ OK をクリックします。

➋

ステップ1

ステップ2

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章
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３-４-２ 預託申請完了（SPC利用方式）

（１）画面

・SPCを利用する場合の預託申請が受理されたことを確認する画面が表示されます。
・3－2の画面（31ページ）で選択したSPC番号のSPCを用いてコンビニエンスストアでリサイクル料金を支払ってください。

・お客様（購入者）にSPCを手渡しし、リサイクル料金の支払いを依頼する時は、➊ 画面印刷 をクリックしてこの画面
を印刷し、リサイクル料金の額を通知してください。
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➊

確認ポイント
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３-５ 預託申請（セブン-イレブンを利用する場合）

３-５-１ 預託申請確認（セブン-イレブン利用方式）

（１）画面

・セブン-イレブンを利用する場合の預託申請を行う画面が表示されます。

➊

（２）操作説明

内容を確認後、➊ 申請 をクリックします。

確認のためのダイアログボックスが表示されますので、よろしければ、➋ OK をクリックします。

➋
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ステップ1

ステップ2

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章



３-５-２ 預託申請完了（セブン-イレブン利用方式）

（１）画面

・預託申請が受理されたことを確認する画面が表示されます。
・セブン-イレブン利用方式では、払込依頼票の印刷が必要です。
印刷した払込依頼票を用いてセブン-イレブンでリサイクル料金を支払ってください。

➊
（２）操作説明

➊ 払込依頼票 をクリックして払込依頼票を印刷します。
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３-５-３ セブン-イレブン払込依頼票の印刷

（１）画面

・セブン-イレブン払込依頼票として印刷すべきイメージデータがアクロバットリーダーにより表示されます。

➊

（２）操作説明

プリンターにA4サイズのコピー用紙をセットした上で、アクロバットリーダーのツールバーの
➊ 印刷 をクリックします。

・セブン-イレブン払込依頼票をお客様へ手渡し、料金を支払っていただくよう依頼してください。
※並行輸入業者による代行も可能です。

・払込依頼票の期限が過ぎた場合は、翌々日以降より料金算出済みの状態に戻るため、再度、申請を行ってください。
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ステップ1

確認ポイント
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４.  リサイクル料金の支払い

４-１ 郵便局を利用する場合のリサイクル料金の支払方法

・預託申請の際に、郵便局払込票利用方式を選択した場合は、JARCから郵便局の払込依頼票を並行輸入業者宛に
送付しますので、その払込票を郵便局の窓口に持参し、額面に記載されたリサイクル料金の額を払い込んでください。
※払込票は信書扱いとなる為、普通郵便で発送いたします。

お急ぎの方は「SPC利用方式」または「セブン－イレブン利用方式」をご利用ください。

・払込票を自動車所有者（購入者）に手渡しすれば、自動車所有者（購入者）が直接リサイクル料金を支払うことが可能ですが、
郵便局払込票は預託申請日単位で作成されるため、同じ日に預託申請した車両については、一つの払込票にまとめられてしまう
ことに注意が必要です。

・JARCは、郵便局での入金を確認してから、預託証明シールとリサイクル券を作成し、並行輸入業者宛に送付します。

払込票のイメージ

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章
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・払込票を送付する際は、以下の送付状が添付されます。

〒×××-××××
××県××市×××

払込票の送付状のイメージ

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章
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預託申請

払込依頼票の送付

料金支払い

（払込依頼票の提示）

１ 預託申請の際に、「郵便局払込票利用方式」を選択します。

２ 払込依頼票が送付されます。
※「ゆうちょ銀行払込票」は信書扱いとなる為、普通郵便で発送いたします。

お急ぎの方は「SPC利用方式」または「セブン－イレブン利用方式」をご利用ください。

３ 並行輸入業者は、自動車所有者（購入者）に払込依頼票を手渡しし、郵便局で支払っていただくよう依頼します。
※並行輸入業者による代行も可能です。

４ 郵便局に払込依頼票を提示し、料金を支払います。

５ 料金を支払ったという情報は、郵便局からJARCへ連絡されます。

留意事項（払込期限・自動車所有者（購入者）への説明事項）

・ 弊センターで15時までにご入金を確認できた場合に限り、翌営業日にリサイクル券と預託証明シールを
送付いたします。

・ 「払込票送付のご連絡」へ記載の期日までにリサイクル料金を支払いください。

自動車リサイクル
促進センター

郵便局の払込依頼票の手順
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自動車所有者
〈購入者〉
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郵便局

並行輸入業者
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４-２-１ SPCを利用する場合のリサイクル料金の支払方法

・ SPCとは、通信販売・インターネットショッピング等を利用する際に、SPCを用いてコンビニエンスストアで代金の支払いがで
きるサービスです。

・ 自動車リサイクルシステムでは、リサイクル料金支払いのための専用カードを使用し、カードには、預託しようとする車両の車台番号と
一対一で対応するSPC番号とバーコードが記載されています。

・SPC番号と預託しようとする車両の車台番号との一対一で対応関係は、料金が支払われると解消されるため、
何回でも同じSPCを使用することが可能です。

・SPC1枚に対し、リサイクル料金を支払う車両は1台となります。複数台数のリサイクル料金を一度に支払う場合は、
預託申請の際にそれぞれ別のSPC番号を選択し、コンビニエンスストアの店舗へはそれぞれのSPCを提示することが必要です。

・カードは、1事業所あたり20枚提供いたします。（無償）
・受領しましたら、表面の事業者名欄に会社名等の記入をお願いします。

SPCの見本

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章
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預託申請

（SPC番号の選択）

レシートの受取

リサイクル料金の支払い

１ 預託申請の際に、「SPC方式」を選択します。
※SPC番号の入力が必要です。

２ 並行輸入業者は、自動車所有者（購入者）にSPCを手渡しし、預託申請受理後、15日以内にコンビニエンスストアで
支払っていただくよう依頼します。
※並行輸入業者による代行も可能です。

３ コンビニエンスストアの店舗にSPCを提示し、料金を支払います。

４ コンビニエンスストアの店舗からレシートが発行され、SPCが返却されます。
料金を支払ったという情報は、コンビニエンスストアの店舗からコンビニセンターを経由して、すみやかにJARCへ連絡されます。

５ 自動車所有者（購入者）から、レシートとSPCを回収し、リサイクル料金が支払われたことを確認してください。

自動車リサイクル
促進センター
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並行輸入業者

自動車所有者
〈購入者〉
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留意事項（払込期限・ユーザーへの説明事項）

・店頭端末「Famiポート」にSPCの13桁の番号の入力が手入力のため、入力ミスがないよう細心の注意を
お願いします。

・店頭端末「Famiポート」から発券される申込券は発券後30分間有効ですので、発券後、30分以内に
レジにお支払いください。

４-２-２ コンビニエンスストアごとの支払い方法の違い

・SPCが利用可能なコンビニエンスストアの中で、ファミリーマートとローソン/ミニストップ/ローソン・スリーエフとでは支払方法が異なります。

〈ファミリーマートでのお支払い方法〉

・ファミリーマートでのお支払いは、ファミリーマートの店舗に設置してある端末（Famiポート）を操作し、
Famiポートから出力される「Famiポート申込券」をレジにお持ちいただくことが必要になります。

〈ローソン/ミニストップ/ローソン・スリーエフでのお支払い方法〉

・ローソン/ミニストップ/ローソン・スリーエフでのお支払いは、店舗に設置してある端末（Loppi（ロッピー））を操作し、
Loppiから出力される「申込券」をレジにお持ちいただくことが必要になります。

留意事項（払込期限・ユーザーへの説明事項）

・店頭端末「Loppi」にSPCの13桁の番号の入力が手入力のため、入力ミスがないよう細心の注意を
お願いします。

・店頭端末「Loppi」から発券される申込券は発券後30分間有効ですので、発券後、30分以内に
レジにお支払いください。

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章
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SPCの追加・削除（無効化）

・SPCが自動車所有者（購入者）から返却されない場合や、長期使用による汚れや破損により、カードが不足しそうな場合は、
46ページにある 「スマートピットカード追加発注申請書」 に必要事項を記載の上、自動車リサイクルコンタクトセンターへFAXで
追加発注してください。

・使用しなくなったSPC番号の削除（無効化）は、パソコンで行います。（69ページ）

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章
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公益財団法人 自動車リサイクル促進センター 行

スマートピットカード追加発注申請書

事業所コード（12桁）

事業者名（事業所名） 担当者名

送
付

先
F
A

X
番

号
：

０
５

７
０

-
０

０
８

３
０

０

住所

〒

電話番号 FAX番号

＜留意点＞
① スマートピットカードは、何度でも繰り返し使用可能です。
② 追加発注枚数は 10枚／1 セットとなり、枚数は選択できません。
③ お届け日時は指定できません。（申請後、概ね1週間でお届けします）
④ 発送手配後は取消できないため、ご留意ください。
⑤ 記入欄は全てご記入ください。

スマートピットカード（10枚／1 セット）の追加発注を申請いたします。

センター使用欄



４-３ セブン－イレブンを利用する場合のリサイクル料金の支払方法

・ セブン－イレブンによる収納方法は、自動車所有者が、セブン－イレブンの店舗に専用の払込依頼票を提示して、
リサイクル料金を支払う方法です。（並行輸入業者による代行支払いも可能となっています）

セブン－イレブン払込依頼票のイメージ

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章

47



預託申請

払込依頼票の送信

レシートの受取り

料金支払い

（払込依頼票の提示）

１ 預託申請の際に、「セブン－イレブン方式」を選択します。

２ 払込依頼票が送信されますので、並行輸入業者のプリンターで印刷してください。

３ 並行輸入業者は、自動車所有者（購入者）に払込依頼票を手渡しし、セブン－イレブンの店舗で支払っていただくよう依頼します。
※並行輸入業者による代行も可能です。

４ セブン－イレブンの店舗に払込依頼票を提示し、料金を支払います。

５ セブン－イレブンの店舗からレシートが発行されます。
料金を支払ったという情報は、セブン－イレブンの店舗からコンビニセンターを経由して、すみやかにJARCへ連絡されます。

６ 自動車所有者（購入者）から、レシートを回収してください。

留意事項（払込期限・自動車所有者（購入者）への説明事項）

・払込依頼票を自動車所有者にお渡ししてリサイクル料金を支払っていただく場合、実際の支払を確認するために、セブン－イレブンが
発行したレシートを自動車所有者（購入者）から必ず受取るようにしてください。

・払込依頼票を印刷し、預託申請受理後15日以内に料金を支払ってください。期限を過ぎますと払込依頼票が無効となります。
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自動車リサイクル
促進センター

セブンーイレブン収納の手順

並行輸入業者

自動車所有者
〈購入者〉
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５.  リサイクル券と預託証明シールの受領
・JARCは、リサイクル料金の入金を確認してから、リサイクル券と預託証明シールを作成し、並行輸入業者宛に送付します。

・並行輸入業者は、それらを受け取り、預託証明シールを自動車通関証明書に貼付し、運輸支局等で新車新規登録手続きを
行います。

・JARCがリサイクル料金の入金の有無を確認したか否かは、パソコンの画面上（資金管理システム）で確認できます。

・申請状況が「預託済」でありながら、預託証明シール・リサイクル券の到着が遅れている場合は
（おおよそ、リサイクル料金を支払った日より1週間経過した場合）、事業所コードと申請番号（車両仮登録した時に通知される

番号）を確認の上、自動車リサイクルコンタクトセンターにお問合せください。

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章
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（１）リサイクル券の意義

・リサイクル券は、リサイクル料金が支払われていることを証明する書面であり、リサイクル料金が支払われている車両を
次の所有者に譲渡する際には、車両と共に引き渡すことが必要となる重要な書面です。

・並行輸入車の場合は、JARCがリサイクル料金の入金を確認した後、並行輸入業者宛に送付します。

（２）リサイクル券の構成と取り扱い

・リサイクル券は、［A券］から［D券］で構成されています。

・自動車所有者（購入者）にリサイクル券を交付する際は、［C券］と［D券］の間に入っているミシン目に沿って切り離し、
［A券］から［C券］を渡してください。

自動車所有者（購入者）にお渡しする部分

並行輸入業者の控え

名称 説明

［A券］預託証明書（リサイクル券）
券面に記載されている車両のリサイクル料金が預託されていることをJARCが
証明する書面であり、自動車リサイクル法第74条第1項に定める
「預託証明書」となります

［B券］使用済自動車引取証明書
当該自動車が使用済となった時に引取業者が必要事項を記入して最終
所有者に交付する書面であり、自動車リサイクル法第80条第1項に
定める「引取証明書」となります

［C券］資金管理料金受領証
JARCが資金管理料金を受領したことを証明する書面であり、法人の自動
車所有者に対しては、資金管理料金を費用処理する上での証明書となり
ます

[D券］料金通知書兼発行者控
並行輸入業者が自動車所有者にリサイクル料金の額を通知する際に使用
する書面であり、リサイクル料金を通知した後は並行輸入業者の控えとなり
ます

［Ａ券］

［Ｂ券］

［Ｃ券］

［Ｄ券］

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章
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（３）預託証明

・自動車リサイクル法では、新車新規登録・検査を受けようとする際は、資金管理法人（JARC）が発行する預託証明書を
運輸支局等に提示し、リサイクル料金が支払われていることを証明しなければ、登録・検査が受けられない制度になっています。

・上記預託証明書にはリサイクル券が該当しますが、実際の実務としては、運輸支局等における確認業務を簡素化するために、
登録に必要な既存の書類にリサイクル料金が支払済みである旨の押印またはシールの貼付がなされたものを預託証明書と
みなすと関係者間で合意されております。

（４）新車新規登録・検査の際に預託証明書とみなされる書面

・新車新規登録・検査時に運輸支局等において預託証明書とみなされる書面は、以下のように整理されています。

（５）預託証明シール

・並行登録する車両の場合は、JARCが発行する「預託証明シール」を自動車通関証明書の表面に貼付します。

・貼付位置についての特段の定めはありません。記載事項や公印にかからなければ、枠内への貼付も可能です。
（ 52ページをご覧ください）
・預託証明シールには、車台番号が記載されているため、他の車両への転用はできません。
・預託証明シールの有効期限はありません。

種類 預託証明書とみなされる書面

型式指定車 リサイクル料金が支払済みである旨の押印がなされた完成検査終了証

新型自動車届出車 リサイクル料金が支払済みである旨の押印がなされた排出ガス検査終了証

輸入自動車特別取扱車 リサイクル料金が支払済みである旨の押印がなされた輸入自動車特別取扱届出済書

並行登録車 リサイクル料金が支払済みである旨のシールが貼付された自動車通関証明書

預託証明シールイメージ

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章

51



52



６.  申請状況一覧の活用

・自動車リサイクルシステムへの登録並行輸入業者が資金管理システムを利用して仮登録した車両は、
リサイクル料金が算出されたり、リサイクル料金を払ったりすることにより、申請状況が以下のように切り替わります。

・申請状況については、メニュー画面から「1.2申請状況一覧」を選択し、個々の車両を特定することにより確認することができます。

申請状況 状況説明 備考

（a）車両申請仮登録済 並行輸入業者が資金管理システムで車両仮
登録を完了した状態です

車両仮登録した日より30日以内に車両
情報届出書と添付書類をFAX等により送
付することが必要です

（b）車両申請受付済
並行輸入業者がFAX等で送付した車両情報
届出書と添付書類がJARCへ到着した状態で
す

（c）エビデンス不備
並行輸入業者がFAX等で送付した車両情報
届出書または添付書類に不備があった場合で
す

添付書類の再送もしくは、車両仮登録の
修正・取消が必要です

（d）料金算出中
並行輸入業者がFAX等で送付した車両情報
届出書または添付書類に不備がなく、JARC
がリサイクル料金の設定を開始した状態です

（e）料金算出済 リサイクル料金の設定が完了し、預託申請が
可能な状態です

（f）預託申請中 並行輸入業者が資金管理システムで預託申
請を行い、それが受理された状態です

コンビニエンスストアの場合は、預託申請し
た日より15日以内にリサイクル料金を支払
うことが必要です
（郵便局の場合は、料金算出済となって
から30日以内）

（g）預託済 JARCがリサイクル料金の入金を確認した状態
です

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章
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６-１資金管理システムへのログインとメニューの選択

（１）画面

・並行輸入業者用の事業所コードとパスワードを用いてログインすると以下のメニュー画面が表示されます。

（２）操作説明

業務メニューから➊「1.2申請状況一覧」をクリックします。

➊

ステップ1

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章
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６-２ 車両仮登録を行った車両の検索

（１）画面

・ 仮登録した車両を検索する画面が表示されます。

（２）操作説明

・仮登録した車両の検索方法は、
①申請状況で検索する方法
②申請日で検索する方法
③申請番号

で検索する方法の3通りの方法があります。
・①申請状況で検索する方法は、申請状況を指定して、車両仮登録を行った車両を検索する方法です。

複数の状況を選択して検索することも可能です。
・②申請日で検索する方法は、車両仮登録を行った日（申請日）の範囲を指定して、車両仮登録を行った

車両を検索する方法です。
・③申請番号で検索する方法は、車両仮登録が終了したときに表示される画面（22ページ）にて通知される申請番号で

車両仮登録を行った車両を検索する方法です。
・検索の結果、複数台数の車両が検索される場合は一覧画面が表示され、1台しか検索されない場合は車両詳細画面が
表示されます。

・検索が可能な車両は、自らが車両仮登録を行った車両に限られます。他の事業者が車両仮登録を行った車両は
検索できません。
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❶❷

❸ ❺ ❻ ❹ ❼

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章



① 申請状況で検索する方法

➊「申請状況で検索」を選択します。

➋「申請状況」の中から該当するものを選択します。複数の状況を選択することが可能です。

➐ 検索 をクリックします。

② 申請日で検索する方法

➌「申請日で検索」を選択します。

➍申請日の範囲を入力します。年月日、プルダウンリストの中から該当するものを選択します。

➐ 検索 をクリックします。

③ 申請番号で検索する方法

➎「申請番号で検索」を選択します。

➏申請番号を半角数字で入力します。

➐ 検索 をクリックします。
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ステップ1

ステップ2

ステップ3

ステップ1

ステップ2

ステップ3

ステップ1

ステップ2

ステップ3

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章



６-３ 検索結果（複数台数が検索された場合の一覧画面）

（１）画面

・ 検索の結果、複数台数の車両が検索される場合は、以下のような一覧画面が表示されます。

（２）操作説明

車両詳細画面を表示するには、該当の車両の➊「申請番号」をクリックします。

・検索条件の欄には、車両検索画面（55～56ページ）で設定した条件が表示されます。
（上記は、申請日で検索した場合の例）
・検索結果は、申請番号の昇順（新しい申請番号が下になります）で表示されます。
・預託済になってから10日以上経過した車両は検索できず、一覧に表示されません。
・以下の条件にあてはまると、一覧から削除されます。再度申請する場合は、自動車リサイクルコンタクトセンターにお問合せください。
（１）車両申請仮登録・エビデンス不備の場合、申請日から40日経過。
（２）料金算出済の場合、料金算出済になってから30日経過。

❶

ステップ1

確認ポイント

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章
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６-４（a） 申請状況ごとの車両詳細画面（車両申請仮登録済の場合）

（１）画面

・ 一覧画面で申請状況が車両申請仮登録済の車両の申請番号をクリックすると以下の詳細画面が表示されます。

●車両申請仮登録済の場合は、画面の下に 車両情報届出書 申請情報修正 仮登録取消 が表示されます。

・ 車両情報届出書 をクリックすると、車両情報届出書を表示・印刷できます。

・ 申請情報修正 をクリックすると、車両仮登録の際に入力した内容の変更を行うことができます。
（ 修正したい場合は、1-2 (19ページ)～1-4 (22ページ)をご覧ください。）

・ 仮登録取消 をクリックすると、車両仮登録の取消を行うことができます。
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登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章

確認ポイント



６-４（b） 申請状況ごとの車両詳細画面（車両申請受付済の場合）

（１）画面

・ 一覧画面で申請状況が車両申請受付済の車両の申請番号をクリックすると以下の詳細画面が表示されます。

・並行輸入業者がFAX等で送付した車両情報届出書と添付書類がJARCに到着した状態を表しています。
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登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章

確認ポイント



６-４（c） 申請状況ごとの車両詳細画面（エビデンス不備の場合）

（１）画面

・ 一覧画面で申請状況がエビデンス不備の車両の申請番号をクリックすると以下の詳細画面が表示されます。

●並行輸入業者がFAX等で送付した車両情報届出書または添付書類に不備があったことを表しています。

●不備理由の欄に、JARCが入力した不備理由（書類不足、申請書不備、エビデンス内容不備、その他等）が表示されます。

●エビデンス不備の場合は、画面の下に 車両情報届出書 申請情報修正 仮登録取消 が表示されます。

・ 車両情報届出書 をクリックすると、車両情報届出書を表示・印刷できます。

・ 申請情報修正 をクリックすると、車両仮登録の際に入力した内容の変更を行うことができます。
（ 修正したい場合は、1-2 (19ページ)～1-4 (22ページ)をご覧ください。）

・ 仮登録取消 をクリックすると、車両仮登録の取消を行うことができます。
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登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章

確認ポイント



６-４（d） 申請状況ごとの車両詳細画面（料金算出中の場合）

（１）画面

・一覧画面で申請状況が料金算出中の車両の申請番号をクリックすると以下の詳細画面が表示されます。

・並行輸入業者がFAX等で送付した車両情報届出書または添付書類に不備がなく、JARCがリサイクル料金の設定を
開始した状態であることを表しています。

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章

確認ポイント
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６-４（e） 申請状況ごとの車両詳細画面（料金算出済の場合）

（１）画面

・ 一覧画面で申請状況が料金算出済の車両の申請番号をクリックすると以下の詳細画面が表示されます。

・収納方法を選択し、次へ をクリックすることにより、預託申請確認画面（郵便局を選択した場合は33ページ、SPCを選択
した場合は35ページ、セブン-イレブンを選択した場合は37ページ）が表示されます。
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確認ポイント

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章



６-４（f） 申請状況ごとの車両詳細画面（預託申請中の場合）

（１）画面

・ 一覧画面で申請状況が預託申請中の車両の申請番号をクリックすると以下の詳細画面が表示されます。
（以下はＳＰＣで預託申請した場合の画面の例です）
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登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章



６-４（g） 申請状況ごとの車両詳細画面（預託済の場合）

（１）画面

・ 一覧画面で申請状況が預託済の車両の申請番号をクリックすると以下の詳細画面が表示されます。

・ 申請状況が「預託済」の場合の詳細画面です。
・ 資金管理料金は表示されません。
・ 預託日から10日経ったものは検索できません。
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登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章

確認ポイント



７.  預託申請の取消
・預託申請後にリサイクル料金の支払いを取り止めるなどの場合、預託申請の取消を行います。

７-１ メニューの選択

（１）画面

（２）操作説明

業務メニューから➊「1．3預託申請取消」をクリックします。

・ 収納方法を「SPC」または「セブン-イレブン」を選択（預託申請）した場合のみ取消が可能です。
・ 「郵便局（払込票）」にて預託申請した後に取消希望の場合は、自動車リサイクルコンタクトセンターまでご連絡ください。
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❶

ステップ1

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章

確認ポイント



７-２ 預託申請を取消する車両の選択

（１）画面
・預託申請の取消が可能な車両（預託申請中の車両）が一覧で表示されます。

（２）操作説明

預託申請を取り消す車両の➊「車台番号」をクリックします。
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➊

ステップ1

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章



７-３ 取消車両の確認

（１）画面

・預託申請を取り消す車両の車両情報と収納情報が表示されます。
（画面はSPC利用方式を選択した車両となっています）

（２）操作説明

➊ 預託申請取消 をクリックします。

確認のためのダイアログボックスが表示されますので、よろしければ、➋ ＯＫ をクリックします
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➊

➋

ステップ1

ステップ2

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章



７-４ 預託申請取消完了

（１）画面

・ 預託申請の取消が完了したことを表示する画面です。

・ 一覧に戻る をクリックすると預託申請取消一覧の画面に戻ります。
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登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章

確認ポイント



８.  SPC番号の削除（無効化）

・ＳＰＣが自動車所有者から返却されない場合や、長期使用による汚れや破損により使用しなくなったSPCは、パソコン画面
上（資金管理システム）で削除（無効化）を行ってください。

８-１ メニューの選択（SPC番号の削除）

（１）画面

（２）操作説明

メニュー画面から、➊「2.1 SPC番号の削除」をクリックします。
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➊

ステップ1

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章



８-２ 削除するSPC番号の選択

（１）画面

・削除しようとするSPC番号を選択する画面です。

（２）操作説明

➊ 削除するSPC番号をプルダウンの中から選択します。

➋ 検索 をクリックします。
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➊ ➋

ステップ1

ステップ2

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章



８-３ 選択したSPC番号の確認

（１）画面

・選択されたSPC番号が表示されます。

（２）操作説明

➊ 削除 をクリックします。

8-４ SPC番号の削除完了

（１）画面

・SPC番号の削除が完了したことを表示する画面です。

71

➊

ステップ1

登録事業者（パソコン申請）の実務の流れ第３章



・ 再資源化預託金等預託申請書（並行輸入車両専用）と必要な添付書類を
JARCに送付（郵送）します

（ 詳細は75ページをご覧ください）

２.  再資源化預託金等預託申請書
（並行輸入車両専用） および
添付書類の郵送

・ JARCにリサイクル料金の入金情報が届き次第、預託証明シールとリサイクル券が
発送されます

・ 受領後、自動車通関証明書に預託証明シールを貼付し新車新規登録手続きを
行います

（ 詳細は79～83ページをご覧ください）

４.  リサイクル券と
預託証明シールの受領

72

・ 郵便局払込依頼票が送付される為、最寄りの郵便局にてリサイクル料金を支払います
（ 詳細は76～78ページをご覧ください）

３. ゆうちょ払込票の受領と
リサイクル料金の支払い

１.  再資源化預託金等預託申請書
（並行輸入車両専用）の入手
および作成

非登録事業者（郵送申請）の実務の流れ第４章

・ 自動車リサイクルシステムＨＰより、再資源化預託金等預託申請書
（並行輸入車両専用）を入手しリサイクル料金の算出を依頼する車両情報の
作成を行います （ 詳細は73ページをご覧ください）



１.  再資源化預託金等預託申請書（並行輸入車両専用）の入手および作成

（１）申請書の入手

・ 自動車リサイクルシステムホームページ（http://www.jars.gr.jp/）から再資源化預託金等預託申請書（並行輸入車両専用）
を入手します。
※ホームページより入手できない方は、FAXにて送付することも可能ですので自動車リサイクルコンタクトセンターまでお問合せください。

① 自動車リサイクルシステムホームページの「各種申請書書式」をクリック
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② ２.リサイクル料金の預託・取戻し等の申請の「（2）リサイクル料金の預託申請並行輸入車両専用」
より「再資源化預託金等申請書（並行輸入車両専用）」をダウンロードし入手する

非登録事業者（郵送申請）の実務の流れ第４章

http://www.jars.gr.jp/


（２）申請書の作成

・ 記入例を参考に、車両１台ごとで必要事項を記入します。
※ 記入漏れや相違があるとリサイクル券・預託証明シールの発送が遅れる場合がある為、申請前に記入漏れ等ないかご確認ください。
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非登録事業者（郵送申請）の実務の流れ第４章

日

再資源化預託金等　預託申請書 並行輸入車両専用

公益財団法人　自動車リサイクル促進センター　行 申請日  西暦 ＹＹＹＹ 年 ＭＭ 月 ＤＤ

使用済自動車の再資源化等に関する法律第７３条第１項に基づく、次の自動車に係る第１０８条第１項各号に定める料金に相当する額の
預託について、「並行輸入車に係る使用済自動車再資源化預託金等の預託証明書交付申請手続に関する基本約款」に
同意のうえ以下のとおり申請いたします。　 (*1)

申
　
請
　
者

①申請者の氏名・住所

住所（都道府県名、建物名、号室までご記入ください）

〒 1 0

②電話番号／FAX番号

5 － 0

③担当者名
氏名 環境　太郎

0 1 2

　　東京都港区芝大門１丁目１番３０号
　　日本自動車会館　１１階

電話 ０３-１２３４-５５７８ ＦＡＸ ０３-１２３４-６７８９

フリガナ カンキョウ　タロウ

ご記入の住所は、ゆうちょ銀行払
込票・リサイクル券等の送付先と
なります。送達するように正しく
ご記入ください。

氏名・名称（フリガナ）

　　　トウキョウリサイクルジドウシャセイビカブシキガイシャ

　 東京リサイクル自動車整備株式会社

④車　名（メーカー名） 　　アイウエオ

⑤年式 又は 製造年 　　2013年

⑥車台番号　　　(*2)
(職権打刻の場合はｼﾘｱﾙ番号) 　　A12B-1234567

⑦登録区分

⑧用　途       (*3)
 特種の場合 → 車台の改造前の用途：

⑨エアバッグ類

添
付
書
類

　　預託申請に際しては、自動車の諸元が判る「イ」または「ロ」の書類の提出が必要となります。

　　「イ」の書類を提出する場合は、１.～３.全ての書類の提出が必要となります。

イ

1.自動車通関証明書(写し) 税関等で発行されたもの

2.並行輸入自動車届出書(写し) その1 および 車両諸元概要表

3.自動車排出ガス試験結果成績表
　(写し)

(公財)日本自動車輸送技術協会(JATA)又は(財) 日本車両検査協会(VIA)が
発行したもの（車両登録申請で提出が免除されている自動車については添
付不要です）

ロ 運輸支局等で交付されたもの

*1 申請を受領した日から30日以内にリサイクル料金のお支払いが確認できない場合、申請を取り消すことがございます。

・

自動車予備検査証(写し)

⑩フロン類（エアコン） ・ 自リ法対象外冷媒搭載車は「無」を選択 (*4)  

　　郵送　　　　　：　〒１０５－８６９１　東京都芝郵便局　私書箱第８号

　　　　　　　　　　　　　公益財団法人　自動車リサイクル促進センター　資金管理対応グループ 行

発
送
方
法

　　ご希望のリサイクル券と預託証明シールの発送方法をお選びください。  (*5)

　　ご希望がない場合は「特定記録郵便」で発送いたします。

特定記録郵便　（送料元払） 宅配便　（送料着払）

*2 予備検査受検後に車台番号が職権打刻に変更されている場合は、シリアル番号をご記入ください。

*3 特種車(８ナンバー)で登録を予定されている自動車の場合は、特種をお選びいただき、改造前の用途(乗用、貨物、
   乗合）のいずれかもお選びください。

*4 自リ法対象外冷媒とは、カーエアコン用冷媒のうち、自動車リサイクル法に基づいたフロン類回収業者による
   回収対象外のです（現時点ではHFO-1234yfが該当します）。自リ法対象外冷媒搭載車はフロン類リサイクル料金の
   預託が不要となるため、⑩フロン類は「無」をお選びください。

*5 信書扱いとなる「ゆうちょ銀行払込票」は、普通郵便で発送いたします。

【申請書類 送付先】

　　メールアドレス：　cc-ys@jarc.or.jp　（「件名(タイトル)」に申請者名と申請台数を記載してください。）

　　ＦＡＸ 　　　 ：　０５７０－０１６－６１１

有 無

有 無

普通自動車

乗用 貨物 乗合 特種

小型自動車 軽自動車

乗用 貨物 乗合


申込書



								再資源化預託金等　預託申請書																																																																														並行輸入車両専用 ヘイコウ ユニュウ シャリョウ





						公益財団法人　自動車リサイクル促進センター　行 コウエキ ザイダン ホウジン ジドウシャ ソクシン ユ																																																						申請日 シンセイ ビ																										 西暦 セイレキ																年 ネン												月 ガツ												日 ヒ



						使用済自動車の再資源化等に関する法律第７３条第１項に基づく、次の自動車に係る第１０８条第１項各号に定める料金に相当する額の預託について、「並行輸入車に係る使用済自動車再資源化預託金等の預託証明書交付申請手続に関する基本約款」に  同意のうえ以下のとおり申請いたします。　 (*1) ツギ ドウイ イカ シンセイ





						申　請　者 サル ショウ シャ		①申請者の氏名・住所 シンセイシャ シメイ ジュウショ																		住所（都道府県名、建物名、号室までご記入ください） ジュウショ タテモノ

																										〒																－





								ご記入の住所は、ゆうちょ銀行払込票・リサイクル券等の送付先となります。送達するように正しくご記入ください。





																										氏名・名称（フリガナ） シメイ メイショウ









								②電話番号／FAX番号 デンワ バンゴウ バンゴウ																		電話 デンワ																																																				ＦＡＸ

								③担当者名 タントウシャ メイ																		フリガナ

																										氏名 シメイ





								④車　名（メーカー名） クルマ メイ

								⑤年式 又は 製造年 トシ シキ マタ セイゾウ ネン

								⑥車台番号　　　(*2)　　　　　(職権打刻の場合はｼﾘｱﾙ番号) シャダイ バンゴウ ショッケン ダコク バアイ バンゴウ

								⑦登録区分 トウロク クブン

								⑧用　途       (*3) ヨウ ト

																										 特種の場合 → 車台の改造前の用途： 　　　　　　　　　　　　　　　　　

								⑨エアバッグ類																																						・







								⑩フロン類（エアコン）																																						・												自リ法対象外冷媒搭載車は「無」を選択 (*4)  









						添付書類 テンプ ショルイ		　　預託申請に際しては、自動車の諸元が判る「イ」または「ロ」の書類の提出が必要となります。 ヨタク シンセイ サイ ジドウシャ ワカ ショルイ テイシュツ ヒツヨウ

								　　「イ」の書類を提出する場合は、１.～３.全ての書類の提出が必要となります。 ショルイ テイシュツ バアイ スベ ショルイ テイシュツ ヒツヨウ

										イ				1.自動車通関証明書(写し) ジドウシャ ツウカン ショウメイショ ウツ																																税関等で発行されたもの

														2.並行輸入自動車届出書(写し) ヘイコウ ユニュウ ジドウシャ トドケデショ ウツ																																その1 および 車両諸元概要表

														3.自動車排出ガス試験結果成績表
　(写し) ジドウシャ ハイ シュツ シケン ケッカ セイセキ ヒョウ ウツ																																(公財)日本自動車輸送技術協会(JATA)又は(財) 日本車両検査協会(VIA)が 発行したもの（車両登録申請で提出が免除されている自動車については添付不要です） コウ ザイ ニホン ジドウ グルマ



										ロ				自動車予備検査証(写し) ジドウシャヨビケンサショウ ウツ																																運輸支局等で交付されたもの





						発送方法 ハッソウ ホウホウ		　　ご希望のリサイクル券と預託証明シールの発送方法をお選びください。  (*5) キボウ ケン ヨタク ショウメイ ハッソウ ホウホウ エラ

								　　ご希望がない場合は「特定記録郵便」で発送いたします。 キボウ バアイ トクテイ キロク ユウビン ハッソウ

										特定記録郵便　（送料元払） トクテイ キロク ユウビン ソウリョウ モト ハラ																																								宅配便　（送料着払） タクハイビン ソウリョウ チャクバラ







						*1 申請を受領した日から30日以内にリサイクル料金のお支払いが確認できない場合、申請を取り消すことがございます。 シンセイ ジュリョウ ヒ カクニン

						*2 予備検査受検後に車台番号が職権打刻に変更されている場合は、シリアル番号をご記入ください。 ヨビ ケンサ ジュケン ゴ シャダイ バンゴウ ショッケン ダコク ヘンコウ バアイ バンゴウ キニュウ

						*3 特種車(８ナンバー)で登録を予定されている自動車の場合は、特種をお選びいただき、改造前の用途(乗用、貨物、乗合）の
   いずれかもお選びください。 ジョウヨウ



						*4 自リ法対象外冷媒とは、カーエアコン用冷媒のうち、自動車リサイクル法に基づいたフロン類回収業者による回収対象外の
　 冷媒です（現時点ではHFO-1234yfが該当します）。自リ法対象外冷媒搭載車はフロン類リサイクル料金の預託が不要となる
   ため、⑩フロン類は「無」をお選びください。 カイシュウ キン

						*5 信書扱いとなる「ゆうちょ銀行払込票」は、普通郵便で発送いたします。



						【申請書類 送付先】 ショルイ

						　　メールアドレス：　cc-ys@jarc.or.jp　（「件名(タイトル)」に申請者名と申請台数を記載してください。）

						　　ＦＡＸ 　　　 ：　０５７０－０１６－６１１

						　　郵送　　　　　：　〒１０５－８６９１　東京都芝郵便局　私書箱第８号 ユウソウ

						　　　　　　　　　　　　　公益財団法人　自動車リサイクル促進センター　資金管理対応グループ 行





有

無

有

無

普通自動車

乗用

貨物

乗合

特種

小型自動車

軽自動車

乗用

貨物

乗合



記入例



								再資源化預託金等　預託申請書																																																																														並行輸入車両専用 ヘイコウ ユニュウ シャリョウ





						公益財団法人　自動車リサイクル促進センター　行 コウエキ ザイダン ホウジン ジドウシャ ソクシン ユ																																																						申請日 シンセイ ビ																										 西暦 セイレキ								ＹＹＹＹ								年 ネン				ＭＭ								月 ガツ				ＤＤ								日 ヒ



						使用済自動車の再資源化等に関する法律第７３条第１項に基づく、次の自動車に係る第１０８条第１項各号に定める料金に相当する額の預託について、「並行輸入車に係る使用済自動車再資源化預託金等の預託証明書交付申請手続に関する基本約款」に
同意のうえ以下のとおり申請いたします。　 (*1) ツギ ドウイ イカ シンセイ





						申　請　者 サル ショウ シャ		①申請者の氏名・住所 シンセイシャ シメイ ジュウショ																		住所（都道府県名、建物名、号室までご記入ください） ジュウショ タテモノ

																										〒				1				0				5				－				0				0				1				2



																										　　東京都港区芝大門１丁目１番３０号
　　日本自動車会館　１１階

								ご記入の住所は、ゆうちょ銀行払込票・リサイクル券等の送付先となります。送達するように正しくご記入ください。





																										氏名・名称（フリガナ） シメイ メイショウ

																										　　　トウキョウリサイクルジドウシャセイビカブシキガイシャ

																										　 東京リサイクル自動車整備株式会社





								②電話番号／FAX番号 デンワ バンゴウ バンゴウ																		電話 デンワ												０３-１２３４-５５７８																																								ＦＡＸ										０３-１２３４-６７８９

								③担当者名 タントウシャ メイ																		フリガナ												カンキョウ　タロウ

																										氏名 シメイ												環境　太郎 カンキョウ タロウ





								④車　名（メーカー名） クルマ メイ																		　　アイウエオ

								⑤年式 又は 製造年 トシ シキ マタ セイゾウ ネン																		　　2013年 ネン

								⑥車台番号　　　(*2)　　　　　(職権打刻の場合はｼﾘｱﾙ番号) シャダイ バンゴウ ショッケン ダコク バアイ バンゴウ																		　　A12B-1234567

								⑦登録区分 トウロク クブン

								⑧用　途       (*3) ヨウ ト

																										 特種の場合 → 車台の改造前の用途： 　　　　　　　　　　　　　　　　　

								⑨エアバッグ類																																						・







								⑩フロン類（エアコン）																																						・												自リ法対象外冷媒搭載車は「無」を選択 (*4)  









						添付書類 テンプ ショルイ		　　預託申請に際しては、自動車の諸元が判る「イ」または「ロ」の書類の提出が必要となります。 ヨタク シンセイ サイ ジドウシャ ワカ ショルイ テイシュツ ヒツヨウ

								　　「イ」の書類を提出する場合は、１.～３.全ての書類の提出が必要となります。 ショルイ テイシュツ バアイ スベ ショルイ テイシュツ ヒツヨウ

										イ				1.自動車通関証明書(写し) ジドウシャ ツウカン ショウメイショ ウツ																																税関等で発行されたもの

														2.並行輸入自動車届出書(写し) ヘイコウ ユニュウ ジドウシャ トドケデショ ウツ																																その1 および 車両諸元概要表

														3.自動車排出ガス試験結果成績表
　(写し) ジドウシャ ハイ シュツ シケン ケッカ セイセキ ヒョウ ウツ																																(公財)日本自動車輸送技術協会(JATA)又は(財) 日本車両検査協会(VIA)が発行したもの（車両登録申請で提出が免除されている自動車については添付不要です） コウ ザイ ニホン ジドウ グルマ



										ロ				自動車予備検査証(写し) ジドウシャヨビケンサショウ ウツ																																運輸支局等で交付されたもの





						発送方法 ハッソウ ホウホウ		　　ご希望のリサイクル券と預託証明シールの発送方法をお選びください。  (*5) キボウ ケン ヨタク ショウメイ ハッソウ ホウホウ エラ

								　　ご希望がない場合は「特定記録郵便」で発送いたします。 キボウ バアイ トクテイ キロク ユウビン ハッソウ

										特定記録郵便　（送料元払） トクテイ キロク ユウビン ソウリョウ モト ハラ																																								宅配便　（送料着払） タクハイビン ソウリョウ チャクバラ







						*1 申請を受領した日から30日以内にリサイクル料金のお支払いが確認できない場合、申請を取り消すことがございます。 シンセイ ジュリョウ ヒ カクニン

						*2 予備検査受検後に車台番号が職権打刻に変更されている場合は、シリアル番号をご記入ください。 ヨビ ケンサ ジュケン ゴ シャダイ バンゴウ ショッケン ダコク ヘンコウ バアイ バンゴウ キニュウ

						*3 特種車(８ナンバー)で登録を予定されている自動車の場合は、特種をお選びいただき、改造前の用途(乗用、貨物、乗合）の
   いずれかもお選びください。 ジョウヨウ



						*4 自リ法対象外冷媒とは、カーエアコン用冷媒のうち、自動車リサイクル法に基づいたフロン類回収業者による回収対象外の
　 冷媒です（現時点ではHFO-1234yfが該当します）。自リ法対象外冷媒搭載車はフロン類リサイクル料金の預託が不要となる
   ため、⑩フロン類は「無」をお選びください。 カイシュウ キン

						*5 信書扱いとなる「ゆうちょ銀行払込票」は、普通郵便で発送いたします。



						【申請書類 送付先】 ショルイ

						　　メールアドレス：　cc-ys@jarc.or.jp　（「件名(タイトル)」に申請者名と申請台数を記載してください。）

						　　ＦＡＸ 　　　 ：　０５７０－０１６－６１１

						　　郵送　　　　　：　〒１０５－８６９１　東京都芝郵便局　私書箱第８号 ユウソウ

						　　　　　　　　　　　　　公益財団法人　自動車リサイクル促進センター　資金管理対応グループ 行





有

無

有

無

普通自動車

乗用

貨物

乗合

特種

小型自動車

軽自動車

乗用

貨物

乗合



記入例 (パワポ添付用)



										再資源化預託金等　預託申請書																																																																														並行輸入車両専用 ヘイコウ ユニュウ シャリョウ





								公益財団法人　自動車リサイクル促進センター　行 コウエキ ザイダン ホウジン ジドウシャ ソクシン ユ																																																						申請日 シンセイ ビ																										 西暦 セイレキ								ＹＹＹＹ								年 ネン				ＭＭ								月 ガツ				ＤＤ								日 ヒ



								使用済自動車の再資源化等に関する法律第７３条第１項に基づく、次の自動車に係る第１０８条第１項各号に定める料金に相当する額の預託について、「並行輸入車に係る使用済自動車再資源化預託金等の預託証明書交付申請手続に関する基本約款」に
同意のうえ以下のとおり申請いたします。　 (*1) ツギ ドウイ イカ シンセイ





								申　請　者 サル ショウ シャ		①申請者の氏名・住所 シンセイシャ シメイ ジュウショ																		住所（都道府県名、建物名、号室までご記入ください） ジュウショ タテモノ

																												〒				1				0				5				－				0				0				1				2



																												　　東京都港区芝大門１丁目１番３０号
　　日本自動車会館　１１階

										ご記入の住所は、ゆうちょ銀行払込票・リサイクル券等の送付先となります。送達するように正しくご記入ください。





																												氏名・名称（フリガナ） シメイ メイショウ

																												　　　トウキョウリサイクルジドウシャセイビカブシキガイシャ

																												　 東京リサイクル自動車整備株式会社





										②電話番号／FAX番号 デンワ バンゴウ バンゴウ																		電話 デンワ												０３-１２３４-５５７８																																								ＦＡＸ										０３-１２３４-６７８９

										③担当者名 タントウシャ メイ																		フリガナ												カンキョウ　タロウ

																												氏名 シメイ												環境　太郎 カンキョウ タロウ





										④車　名（メーカー名） クルマ メイ																		　　アイウエオ

										⑤年式 又は 製造年 トシ シキ マタ セイゾウ ネン																		　　2013年 ネン

										⑥車台番号　　　(*2)　　　　　(職権打刻の場合はｼﾘｱﾙ番号) シャダイ バンゴウ ショッケン ダコク バアイ バンゴウ																		　　A12B-1234567

										⑦登録区分 トウロク クブン

										⑧用　途       (*3) ヨウ ト

																												 特種の場合 → 車台の改造前の用途： 　　　　　　　　　　　　　　　　　

										⑨エアバッグ類																																						・







										⑩フロン類（エアコン）																																						・												自リ法対象外冷媒搭載車は「無」を選択 (*4)  









								添付書類 テンプ ショルイ		　　預託申請に際しては、自動車の諸元が判る「イ」または「ロ」の書類の提出が必要となります。 ヨタク シンセイ サイ ジドウシャ ワカ ショルイ テイシュツ ヒツヨウ

										　　「イ」の書類を提出する場合は、１.～３.全ての書類の提出が必要となります。 ショルイ テイシュツ バアイ スベ ショルイ テイシュツ ヒツヨウ

												イ				1.自動車通関証明書(写し) ジドウシャ ツウカン ショウメイショ ウツ																																税関等で発行されたもの

																2.並行輸入自動車届出書(写し) ヘイコウ ユニュウ ジドウシャ トドケデショ ウツ																																その1 および 車両諸元概要表

																3.自動車排出ガス試験結果成績表
　(写し) ジドウシャ ハイ シュツ シケン ケッカ セイセキ ヒョウ ウツ																																(公財)日本自動車輸送技術協会(JATA)又は(財) 日本車両検査協会(VIA)が発行したもの（車両登録申請で提出が免除されている自動車については添付不要です） コウ ザイ ニホン ジドウ グルマ



												ロ				自動車予備検査証(写し) ジドウシャヨビケンサショウ ウツ																																運輸支局等で交付されたもの





								発送方法 ハッソウ ホウホウ		　　ご希望のリサイクル券と預託証明シールの発送方法をお選びください。  (*5) キボウ ケン ヨタク ショウメイ ハッソウ ホウホウ エラ

										　　ご希望がない場合は「特定記録郵便」で発送いたします。 キボウ バアイ トクテイ キロク ユウビン ハッソウ

												特定記録郵便　（送料元払） トクテイ キロク ユウビン ソウリョウ モト ハラ																																								宅配便　（送料着払） タクハイビン ソウリョウ チャクバラ







										*1 申請を受領した日から30日以内にリサイクル料金のお支払いが確認できない場合、申請を取り消すことがございます。 シンセイ ジュリョウ ヒ カクニン

										*2 予備検査受検後に車台番号が職権打刻に変更されている場合は、シリアル番号をご記入ください。 ヨビ ケンサ ジュケン ゴ シャダイ バンゴウ ショッケン ダコク ヘンコウ バアイ バンゴウ キニュウ

										*3 特種車(８ナンバー)で登録を予定されている自動車の場合は、特種をお選びいただき、改造前の用途(乗用、貨物、
   乗合）のいずれかもお選びください。 ジョウヨウ



										*4 自リ法対象外冷媒とは、カーエアコン用冷媒のうち、自動車リサイクル法に基づいたフロン類回収業者による
   回収対象外のです（現時点ではHFO-1234yfが該当します）。自リ法対象外冷媒搭載車はフロン類リサイクル料金の
   預託が不要となるため、⑩フロン類は「無」をお選びください。 カイシュウ キン

										*5 信書扱いとなる「ゆうちょ銀行払込票」は、普通郵便で発送いたします。



						【申請書類 送付先】 ショルイ

						　　メールアドレス：　cc-ys@jarc.or.jp　（「件名(タイトル)」に申請者名と申請台数を記載してください。）

						　　ＦＡＸ 　　　 ：　０５７０－０１６－６１１

						　　郵送　　　　　：　〒１０５－８６９１　東京都芝郵便局　私書箱第８号 ユウソウ

						　　　　　　　　　　　　　公益財団法人　自動車リサイクル促進センター　資金管理対応グループ 行
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公益財団法人　自動車リサイクル促進センター　行




２.  再資源化預託金等預託申請書（並行輸入車両専用）および添付書類の送付

・ 車両1台ごと必要事項を記入し、以下の必要な添付書類を合わせてJARCへメール・FAX又は郵送します。
・ 必要な添付書類は、予備検査を受検しているか否かで異なります。

（１）必要な添付書類

※１ 自動車排出ガス試験が免除される車両の場合は、自動車排出ガス試験結果成績表の写しの添付は不要です。
「年式または製造年」欄に、年月を必ずご記入ください。

＜自動車排出ガス試験免除車両＞
１．年式が古い車両（1976年以前に製造された車両）
２．規定重量超（車両総重量が3.5t超の(乗合・貨物・特種車)）
３．車両年式と規定重量超

（2003年8月以前、または2006年9月以前に製造された車両で総重量が2.5t超～3.5t以下の(乗合・貨物・特種車)）
４．燃料電池自動車（電気自動車）

① 自動車通関証明書の写し
・ 税関等より発行された自動車通関証明書（税関様式C第8050号）の写しを準備します。

② 並行輸入自動車届出書の写し
・ 運輸支局等に提出する並行輸入自動車届出書（その1および車両諸元概要表）の写しを準備します。

③ 自動車排出ガス試験結果成績表の写し
・ 公益財団法人日本自動車輸送技術協会（JATA）または一般財団法人日本車両検査協会（VIA）が発行した

自動車排出ガス試験結果成績表（試験自動車の試験結果成績表を含む）の写しを準備します。
同型成績表の発行を受けた場合も同様です。

④ 自動車予備検査証の写し
・ 運輸支局等から交付された自動車予備検査証の写しを準備します。

（２）送付先

① 自動車通関証明書の写し
② 並行輸入自動車届出書の写し
③ 自動車排出ガス試験結果成績表の写し（※1）

上記すべてを添付してください

④ 自動車予備検査証の写しのみを添付してください

予備検査を受けていない場合 予備検査を受検している場合
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３.  ゆうちょ払込票の受領とリサイクル料金の支払い

・ 申請書類に不備がない場合は、JARCから郵便局の払込依頼票を申請者宛に送付しますので、その払込票を
郵便局の窓口に持参し、額面に記載されたリサイクル料金の額を払い込んでください。
※「払込票」は信書扱いとなる為、普通郵便で発送いたします。

・ 払込票を自動車所有者（購入者）に手渡しすれば、自動車所有者（購入者）が直接リサイクル料金を支払うことが
可能ですが、郵便局払込票は預託申請日単位で作成されるため、同じ日に預託申請した車両については、一つの
払込票にまとめられてしまうことに注意が必要です。

・ JARCは、郵便局での入金を確認してから、預託証明シールとリサイクル券を作成し、申請者宛に送付します。

払込票のイメージ

非登録事業者（郵送申請）の実務の流れ第４章
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・ 払込票を送付する際は、以下の送付状が添付されます。

払込票の送付状のイメージ

非登録事業者（郵送申請）の実務の流れ第４章
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預託申請

払込依頼票の送付

料金支払い

（払込依頼票の提示）

１ 預託申請に必要な書類を郵送します。

２ 払込依頼票が送付されます。
※ 「ゆうちょ銀行払込票」は信書扱いとなる為、普通郵便で発送いたします。

３ 並行輸入業者は、自動車所有者（購入者）に払込依頼票を手渡しし、郵便局で支払っていただくよう依頼します。
※ 並行輸入業者による代行も可能です。

４ 郵便局に払込依頼票を提示し、料金を支払います。

５ 料金を支払ったという情報は、郵便局からJARCへ連絡されます。

留意事項

・弊センターで15時までにご入金を確認できた場合に限り、翌営業日にリサイクル券と預託証明シールを送付いたします。
・「払込票送付のご連絡」へ記載の期日までにリサイクル料金を支払いください。

自動車リサイクル
促進センター

郵便局の払込依頼票の手順

3 5
払
込
依
頼
票

支
払
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
郵
便
局
か

ら
デ
ー
タ
を
送
信

4

自動車所有者
〈購入者〉

¥

1

2

並行輸入業者

郵便局

非登録事業者（郵送申請）の実務の流れ第４章
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４.  リサイクル券と預託証明シールの受領

・ JARCは、リサイクル料金の入金を確認してから、リサイクル券と預託証明シールを作成し、申請者宛に送付します。

※「再資源化預託金等預託申請書（並行輸入車両専用）の申請者欄へ記載の住所と宛名へ送付します

・ 並行輸入業者は、預託証明シールを自動車通関証明書に貼付し、運輸支局等で新車新規登録手続きを行います。

・ JARCがリサイクル料金の入金の有無を確認したか否かは、自動車リサイクルシステムホームページにて確認できます。
（http://www.jars.gr.jp/）

※ 車台番号下4桁とリサイクル券番号の情報が必要になりますので払込票送付状をご確認ください

・ 郵便局窓口にてリサイクル料金の支払いをしたにも関わらず、預託証明シール・リサイクル券の到着が遅れている場合は
（おおよそ、リサイクル料金を支払った日より1週間経過した場合）、自動車リサイクルコンタクトセンターにお問合せください。

非登録事業者（郵送申請）の実務の流れ第４章
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（１）リサイクル券の意義

・ リサイクル券は、リサイクル料金が支払われていることを証明する書面であり、リサイクル料金が支払われている車両を
次の所有者に譲渡する際には、車両と共に引き渡すことが必要となる重要な書面です。

・ 並行輸入車の場合は、JARCがリサイクル料金の入金を確認した後、申請者宛に送付します。

（２）リサイクル券の構成と取り扱い

・ リサイクル券は、［A券］から［D券］で構成されています。

・ 自動車所有者（購入者）にリサイクル券を交付する際は、［C券］と［D券］の間に入っているミシン目に沿って切り離し、
［A券］から［C券］を渡してください。

自動車所有者（購入者）にお渡しする部分

並行輸入業者の控え

名称 説明

［A券］預託証明書（リサイクル券）
券面に記載されている車両のリサイクル料金が預託されていることを
JARCが証明する書面であり、自動車リサイクル法第74条第1項に定め
る「預託証明書」となります

［B券］使用済自動車引取証明書
当該自動車が使用済となった時に引取業者が必要事項を記入して
最終所有者に交付する書面であり、自動車リサイクル法第80条第1項
に定める「引取証明書」となります

［C券］資金管理料金受領証
JARCが資金管理料金を受領したことを証明する書面であり、法人の自
動車所有者に対しては、資金管理料金を費用処理する上での証明書と
なります

[D券］料金通知書兼発行者控
並行輸入業者が自動車所有者にリサイクル料金の額を通知する際に
使用する書面であり、リサイクル料金を通知した後は並行輸入業者の
控えとなります

［Ａ券］

［Ｂ券］

［Ｃ券］

［Ｄ券］

非登録事業者（郵送申請）の実務の流れ第４章
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リサイクル券（見本）

非登録事業者（郵送申請）の実務の流れ第４章
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（３）預託証明

・ 自動車リサイクル法では、新車新規登録・検査を受けようとする際は、資金管理法人（JARC）が発行する預託証明書を
運輸支局等に提示し、リサイクル料金が支払われていることを証明しなければ、登録・検査が受けられない制度になっています。

・ 上記預託証明書にはリサイクル券が該当しますが、実務としては、運輸支局等における確認業務を簡素化するために、
登録に必要な既存の書類にリサイクル料金が支払済みである旨の押印またはシールの貼付がなされたものを預託証明書と
みなすと関係者間で合意されております。

（４）新車新規登録・検査の際に預託証明書とみなされる書面

・ 新車新規登録・検査時に運輸支局等において預託証明書とみなされる書面は、以下のように整理されています。

（５）預託証明シール

・ 並行登録する車両の場合は、JARCが発行する「預託証明シール」を自動車通関証明書の表面に貼付します。

・ 貼付位置について特段の定めはありません。記載事項や公印にかからなければ、枠内への貼付も可能です。
（ 87ページをご覧ください）

・ 預託証明シールには、車台番号が記載されているため、他の車両への転用はできません。
・ 預託証明シールの有効期限はありません。

種類 預託証明書とみなされる書面

型式指定車 リサイクル料金が支払済みである旨の押印がなされた完成検査終了証

新型自動車届出車 リサイクル料金が支払済みである旨の押印がなされた排出ガス検査終了証

輸入自動車特別取扱車 リサイクル料金が支払済みである旨の押印がなされた輸入自動車特別取扱届出済書

並行登録車 リサイクル料金が支払済みである旨のシールが貼付された自動車通関証明書

預託証明シールイメージ

非登録事業者（郵送申請）の実務の流れ第４章
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Japan Automobile Recycling Promotion Center
〒105-0012   東京都港区芝大門1-1-30 日本自動車会館

https://www.jarc.or.jp

公益財団法人 自動車リサイクル促進センター

自動車リサイクルシステムに関するお問合せ先

よくあるご質問や自動チャットで解決できなかった場合
自動車リサイクルコンタクトセンターにお問い合せください

電話：050-3786-7755
受付時間 9:00～18:00（土日祝日・年末年始等を除く）

自動チャットによるお問合せ
自動車リサイクルシステムホームページのTOPページ右下の

「チャットを開始する」をクリックすると起動します（以下をクリック）
自動車リサイクルシステム (jars.gr.jp)

受付時間 24時間365日いつでも利用可能

よくあるご質問
自動車リサイクルシステムホームページのTOPページ右上又は中段に

「よくあるご質問ページ」の入り口がございます（以下をクリック）
ht. 「よくあるご質問 | 自動車リサイクルシステム (jars.gr.jp)

受付時間 24時間365日いつでも利用可能

http://www.jars.gr.jp/
http://www.jars.gr.jp/faq/exfq0200.html
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